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項      目 内     容 

１．商品名 りそなリテール口座 

２．ご利用者 個人のお客さまのみご利用いただけます。 

３．取扱内容 普通預金をお預入れいただく「くらしの通帳」と、固定性預金をお預入れいただく

「ゆとりの通帳」を合わせてリテール口座といいます。 

●「くらしの通帳」・・普通預金をお預入れできます。 

●「ゆとりの通帳」・・以下の商品をお預入れできます。 

・定期預金 

 ・積立式定期預金          

  

４．付加できる 

    特約事項 

１．「ゆとりの通帳」で取扱う定期預金について、総合口座貸越を契約することに

より、自動貸越サービスをご利用いただけます。 

【自動貸越可能額】 

・満期選択型定期預金・スーパー定期・スーパー定期 300・自由金利型定期預金・

変動金利定期預金・期日指定定期預金等の定期預金の 90％または 200万円のうち

いずれか少ない金額。 

【貸越利率】    お預入れ利率 ＋ 0.5％ 

 

２．マル優の取扱対象商品となります。（非課税限度額：最高 350万円）  

５．当社が契約している

指定紛争解決機関 

一般社団法人 全国銀行協会 

連絡先 全国銀行協会相談室 

電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

６.その他ご留意いただ

く事項 

●「ゆとりの通帳」に総合口座貸越の契約をしないこともできます。 

●リテール口座は、「普通預金規定」によりお取扱いいたします。本口座をご利用

の際には、必ずご覧ください。 

 

 


